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“税務の職場”
何でも110番
zenkokuzei@aol.com

全
国
税
は
、
職
場
で
起
こ
っ
た

問
題
を
解
決
す
る
た
め
「
税
務

の
職
場
、
何
で
も
一
一
○
番
」

を
常
時
設
置
し
て
い
ま
す
（
電

話
と
Ｆ
Ａ
Ｘ
は
上
記
の
番
号
ま

で
ど
う
ぞ
）。

◇ 全国税ホームページ ◇
http://www.kokko-net.org/zenkokuzei
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フ
レ
ッ
ク
ス

タ
イ
ム
制
が
導

入
さ
れ
る
。
国

税
局
で
は
す
で

に
本
年
4
月
か

ら
開
始
さ
れ
て

い
る
が
、
あ
る
局
の
利
用
者

は
極
め
て
少
数
で
あ
る
と
聞

く
▼
本
年
7
月
の
定
期
異
動

後
か
ら
税
務
署
で
準
備
が
始

ま
る
。
育
児
又
は
介
護
を
行

う
職
員
に
は
、
十
分
に
検
討

す
べ
き
制
度
で
あ
る
と
思
う

が
、
納
税
者
と
直
接
向
き
合

う
調
査
・
徴
収
事
務
や
体
制

の
確
保
が
困
難
な
部
署
は
利

用
で
き
な
い
た
め
、
署
で
の

利
用
者
は
限
ら
れ
た
人
数
に

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
▼
夫
婦

が
国
税
職
員
の
場
合
、
共
に

利
用
す
れ
ば
十
分
活
用
で
き

る
と
思
う
が
、
我
が
職
場
で

は
十
分
活
用
で
き
る
環
境
に

は
成
っ
て
い
な
い
の
が
実
状

で
あ
る
▼
ま
た
、
利
用
の
際

に
作
成
す
る
「
申
告
簿
」
の

作
成
に
か
か
る
時
間
や
管
理

者
の
負
担
増
は
未
知
数
で
あ

る
。
国
税
の
職
場
で
活
か
せ

る
だ
ろ
う
か
。

〈
出
題
〉九
段
　
西
村
　
一
義

中
級
ク
ラ
ス

〈
ヒ
ン
ト
〉3
手
目
に
好
手
あ

り
…
…
。

（
　
分
で
二
段
）

10

全国税組合員
6級ポスト発令状況

ポスト期別地連

法人統括官普44期関信

管運統括官普38期東京

法人特官普37期東海

管運統括官普38期近畿

全国税組合員に対する6級ポスト発令数の推移

16151413121110090807年
4448111310232424ポスト発令

国家公務員賃下げ訴訟

第3回控訴審

７
月
人
事

民間賃貸者に内々示
過半の局で実施

発
令
（
内
示
）
内
容
の
 

　
　
　
　
　
　
　
特
徴
点

民
間
ア
パ
ー
ト
を
賃
借
し
て

い
る
者
に
対
し
て

　
あ
る
署
で
は
６
月
　
日
、

22

民
間
賃
借
者
　
名
以
上
に

10

内
々
示
。
あ
る
局
で
は
民
間

賃
借
者
に
す
で
に
５
年
前
か

ら
内
々
示
し
、
今
年
も
６
月

　
日
に
す
る
な
ど
、
全
国
の

24過
半
の
局
で
実
施
さ
れ
て
い

ま
す
。
退
去
に
伴
う
費
用
負

担
の
軽
減
策
で
あ
り
職
員
に

好
評
で
す
。

管
運
の
専
科
配
置
に
つ
い
て

　
あ
る
局
で
は
、
４
月
　
日
15

頃
専
科
生
に
対
す
る
７
月
以

降
配
置
先
の
内
示
。
ま
た
、

あ
る
局
で
は
４
月
、
指
導
担

当
の
組
合
員
に
署
長
か
ら
７

月
以
降
の
仕
事
中
心
に
指
導

す
る
よ
う
に
と
の
指
示
。

　
あ
る
局
で
は
、
従
来
か
ら

事
前
に
７
月
以
降
の
配
置
を

教
え
て
い
ま
す
。

　
全
国
的
に
、
地
方
に
い
る

女
性
を
中
心
に
女
性
登
用
が

目
立
ち
ま
す
。
し
か
し
単
身

赴
任
、
遠
距
離
配
転
な
ど
の

問
題
を
内
包
し
て
い
ま
す
。

　
あ
る
局
で
は
、
夫
婦
転
勤

者
（
小
１
の
子
あ
り
）
が
１

年
で
戻
っ
た
事
例
も
。

　
布
団
付
き
配
転
が
減
少
。

各
地
連
か
ら

東
　
北
 

７
年
連

続
６
級
ポ
ス
ト
発
令
な

し
。
１
名
退
職
。

関
　
信
 

１
名
に

６
級
ポ
ス
ト
発
令
。
再

任
用
者
組
合
員
に
希
望

外
配
転
。

東
　
京
 

１
名
に

　
口
頭
弁
論
で
は
、
岡
部
国

公
労
連
委
員
長
が
東
京
高
裁

の
公
正
な
判
断
を
求
め
、
意

見
陳
述
し
た
ほ
か
、
東
京
高

裁
前
要
求
行
動
と
報
告
集
会

を
展
開
し
ま
し
た
。

　
第
４
回
口
頭
弁
論
は
９
月

　
日
　
時
か
ら
東
京
高
裁
1

12

14

0
1
号
法
廷
で
開
か
れ
ま

す
。
裁
判
勝
利
に
向
け
て
、

引
き
続
き
、
毎
月
１
回
の
街

頭
宣
伝
行
動
を
中
央
・
地
方

で
実
施
す
る
と
と
も
に
、
裁

判
闘
争
の
意
義
と
到
達
点
を

再
確
認
し
、「
公
正
な
裁
判

を
求
め
る
要
請
署
名
」
の
と

り
く
み
の
徹
底
が
必
要
で

す
。

高
裁
前
行
動

　
　
時
　
分
か
ら
の
東
京
高

12

15

裁
前
要
求
行
動
に
は
、
全
労

連
、
自
治
労
連
、
全
教
、
特

殊
法
人
労
連
、
航
空
連
な
ど

支
援
の
団
体
を
含
め
約
1
3

0
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

主
催
者
を
代
表
し
て
あ
い
さ

つ
に
立
っ
た
鎌
田
書
記
長

　
全
国
税
は
、
長
年
組
合
差

別
解
消
を
長
官
交
渉
以
下
各

級
機
関
で
訴
え
て
き
ま
し

た
。
そ
の
結
果
上
表
に
あ
る

と
お
り
６
級
ポ
ス
ト
で
は
組

合
員
の
一
定
数
が
昇
任
し
ま

し
た
が
、
今
年
は
３
年
連
続

で
４
名
の
発
令
し
か
な
く
差

別
は
温
存
さ
れ
ま
し
た
。
ま

た
、「
退
職
間
際
の
組
合
員

を
６
級
ポ
ス
ト
に
付
け
な

い
」
と
い
う
当
局
の
人
事
政

策
も
継
続
さ
れ
ま
し
た
。

　
金
沢
局

　
配
転
２
人
に
１
人
、
規
模

大
。
６
級
　
人
（
前
年
　

39

51

人
）。
内
上
席
か
ら
　
人
。

16

　
代
　
人
。
普
　
期
上
席
に

50

13

36

統
括
官
発
令
も
。
ト
ッ
プ
普

　
期
、
専
　
期
。
連
調
が
多

52

26

い
。
　
大
阪
局

　
専
科
　
・
　
期
の
一
定
数

41

42

を
管
理
運
営
に
戻
す
配
転
。

　
高
松
局

　
上
席
か
ら
　
人
（
前
年
８

12

人
）。
内
　
歳
以
上
か
ら
９

50

人（
前
年
５
人
）。
局
に
　
期
40

台
を
配
転
。

組合差別温存

は
、
こ
の
間
と
り
く
ん
だ

「
公
正
な
判
決
を
求
め
る
要

請
署
名
」
に
つ
い
て
、
個
人

1
0
6
，
0
6
5
筆
、
団
体

3
，
1
2
2
筆
、「
す
べ
て
の

証
人
採
用
を
求
め
る
要
請

書
」
1
9
，
2
5
9
筆
の
集

約
と
、
４
月
　
日
ま
で
に
東

20

京
高
裁
に
提
出
し
た
こ
と
を

報
告
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
国
際
労
働
機
関

（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）理
事
会
が
６
月
　11

日
に
開
か
れ
、
全
労
連
が
提

訴
し
て
い
る
公
務
員
制
度
案

件
に
つ
い
て
　
度
目
の
勧
告

10

を
採
択
し
た
こ
と
は
、
こ
れ

ま
で
の
た
た
か
い
の
貴
重
な

到
達
点
で
あ
る
と
述
べ
ま
し

た
。
　
こ
の
裁
判
は
、
国
家
公
務

員
労
働
者
の
働
く
権
利
を
確

立
す
る
た
め
に
も
重
要
な
意

義
を
持
ち
、
同
時
に
、
す
べ

て
の
労
働
者
の
賃
金
改
善
に

結
び
つ
け
る
こ
と
に
あ
る
こ

と
を
強
調
し
、「
引
き
続
き
、

裁
判
勝
利
に
向
け
て
、
多
く

の
労
働
者
と
連
帯
し
て
全
力

を
あ
げ
て
た
た
か
お
う
」
と

呼
び
か
け
ま
し
た
。

岡
部
委
員
長
が
意
見
陳
述
、

　
控
訴
人
ら
の

　
　
　
　
証
人
申
請
を
却
下

　
　
時
か
ら
開
か
れ
た
第
３

14
回
口
頭
弁
論
で
は
、
岡
部
委

員
長
が
意
見
陳
述
を
お
こ
な

う
と
と
も
に
佐
渡
島
・
萩
尾

両
弁
護
士
か
ら
準
備
書
面
の

主
旨
説
明
が
お
こ
な
わ
れ
ま

し
た
。

　
岡
部
委
員
長
は
、「
原
判

決
は
人
事
院
勧
告
の
意
義
と

効
力
や
政
府
の
人
勧
無
視
の

姿
勢
、
賃
金
減
額
の
必
要

性
・
合
理
性
、
不
誠
実
な
団

体
交
渉
な
ど
に
つ
い
て
、
い

ず
れ
も
説
得
力
あ
る
論
拠
な

し
に
国
（
被
控
訴
人
）
の
主

　
国
公
労
連
と
組
合
員
3
5
9
人
が
2
0
1
4
年

　
月
　
日
に
東
京
高
等
裁
判
所
に
控
訴
し
た
「
公

11

13

務
員
賃
下
げ
違
憲
訴
訟
」（
川
神
裕
裁
判
長
）
の
第

３
回
口
頭
弁
論
が
６
月
　
日
開
か
れ
ま
し
た
。

20

張
に
沿
っ
た
判
断
を
行
っ
て

お
り
到
底
受
け
入
れ
る
こ
と

は
で
き
な
い
」
と
述
べ
た
う

え
で
、「
賃
金
減
額
措
置
に

よ
る
経
済
的
な
被
害
の
賠
償

は
も
と
よ
り
、
公
務
・
公
共

サ
ー
ビ
ス
を
担
う
職
務
に
対

す
る
誇
り
を
傷
つ
け
、
士
気

に
否
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し

た
こ
と
に
使
用
者
で
も
あ
る

被
控
訴
人
は
責
任
を
と
る
べ

き
。
行
政
か
ら
独
立
し
た
東

京
高
裁
の
公
正
な
判
断
を
お

願
い
し
た
い
」
と
述
べ
ま
し

た
。
　
佐
渡
島
弁
護
士
か
ら
は
、

「
国
は
経
済
対
策
事
業
を
実

施
す
る
際
、
財
政
学
の
基
本

原
則
で
あ
る
量
出
制
入
原
則

に
則
り
、
税
収
や
公
債
な
ど

国
家
の
歳
入
増
に
よ
り
そ
の

財
源
を
賄
っ
て
き
た
。
な
ぜ

東
日
本
大
震
災
の
復
旧
・
復

興
財
源
の
確
保
の
場
合
に
だ

け
、
原
則
を
放
棄
し
て
ま
で

国
家
公
務
員
の
給
与
削
減
を

お
こ
な
う
必
要
性
が
あ
る
の

か
、
全
く
説
明
が
な
さ
れ
て

い
な
い
。
さ
ら
に
国
は
2
0

1
2
年
度
か
ら
導
入
さ
れ
た

復
興
特
別
法
人
税
に
つ
い

て
、
2
0
1
3
年
　
月
に
１

12

年
前
倒
し
で
廃
止
し
て
い

る
。
復
旧
・
復
興
財
源
確
保

に
か
こ
つ
け
た
人
事
院
勧
告

無
視
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
」
な
ど
の
主
旨
説
明
が
な

さ
れ
、
申
請
し
て
い
る
梅
原

氏
を
証
人
と
し
て
採
用
し
て

い
た
だ
き
た
い
と
結
び
ま
し

た
。
　
萩
尾
弁
護
士
か
ら
は
、
証

人
申
請
に
関
し
て
、「
政
府

の
本
件
給
与
減
額
措
置
の
意

図
、
人
事
院
勧
告
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
当
時
の
総
務
大

臣
で
あ
っ
た
片
山
氏
、
担
当

者
で
あ
っ
た
村
木
氏
、
自
立

的
労
使
関
係
制
度
法
案
の
作

成
に
関
わ
っ
た
笹
島
氏
の
尋

問
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま

た
、
人
事
院
勧
告
制
度
の
意

義
に
つ
い
て
は
、
元
人
事
院

職
組
委
員
長
で
あ
る
盛
永
氏

の
尋
問
を
行
わ
れ
た
い
」
と

結
び
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
東
京
高
裁

は
「
客
観
的
な
事
実
関
係
に

つ
い
て
は
す
で
に
原
審
も
含

め
て
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で

個
人
に
お
い
て
調
べ
る
必
要

は
な
い
と
判
断
し
た
」と
し
、

い
ず
れ
の
証
人
に
つ
い
て
も

申
請
を
却
下
し
ま
し
た
。

　
最
後
に
、
控
訴
人
の
意
見

陳
述
を
８
月
　
日
ま
で
に
用

29

意
す
る
こ
と
、
次
回
第
４
回

口
頭
弁
論
を
９
月
　
日
　
時

12

14

に
開
く
こ
と
を
確
認
し
、
閉

廷
と
な
り
ま
し
た
。

６
級
ポ
ス
ト
発
令
。
地
連
初

の
管
運
の
統
括
官
に
。
１
名

退
職
。

東
　
海
 

１
名
に
６
級

ポ
ス
ト
発
令
。
３
名
退
職
。

北
　
陸
 

１
名
に
異
動

な
し
で
再
任
用
発
令
。
退
職

１
名
。

近
　
畿
 

１
名
に
６
級

ポ
ス
ト
と
、
勤
務
地
希
望
が

と
お
る
。

九
　
州
 

１
名
に
単
身

赴
任
を
発
令
。

全国税の原告団・左から粟田（近畿）、高橋（関信）、
高橋（東京）と岡部国公労連委員長

姶 逢娃娃娃娃娃娃娃

姶逢 娃娃娃娃娃娃娃

組
合
員
の
発
令
の
特
徴
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鞍
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庵
庵
庵
庵
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鞍 杏庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵

鞍 杏庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵庵

た
結
果
は
３
８
１
円
弁
当
継

続
。
あ
る
利
用
者
は
「
特
に

不
満
は
な
か
っ
た
の
に
…
」

○
人
事
評
価
制
度
も
変
化
が

必
要
で
す
ね
。
部
下
が
評
価

す
る
、
同
僚
が
評
価
す
る

等
々
。
必
要
性
を
認
め
る
管

理
者
も
い
る
そ
う
で
す
。

○
ど
こ
そ
こ
の
会
計
長
は
署

長
の
パ
ワ
ハ
ラ
で
休
ん
で
い

る
、
あ
の
署
の
課
税
の
若
い

職
員
は
統
官
、
先
輩
の
叱
咤

激
励
で
潰
れ
た
と
い
う
話

は
、
耳
に
す
る
度
に
心
が
痛

み
ま
す
。
ス
ー
パ
ー
マ
ン
は

い
ま
せ
ん
。
そ
の
き
ざ
し
に

内
示
の
段
階
で
配
転
先
の

仕
事
従
事
は
お
か
し
い
ぞ

【
東
海
尾
張
瀬
戸
分
会
紙

ね
ん
ど
・
署
長
交
渉
号
】

分
会
　
昨
年
、
内
示
の
段

階
で
配
転
先
の
署
へ
呼
び

出
さ
れ
仕
事
に
従
事
し
た

職
員
が
い
た
。
正
式
な
発

令
も
さ
れ
て
い
な
い
の
に

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
必
要

な
の
か
。
自
署
に
仕
事
が

あ
っ
て
も
配
転
先
か
ら
要

請
さ
れ
る
と
職
員
も
統
括

官
も
断
り
に
く
い
。
迷
惑

な
こ
と
だ
。

当
局
　
昨
年
３
月
か
ら
緊

急
等
特
別
な
事
情
あ
れ
ば

内
示
段
階
で
配
転
先
の
業

務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

分
会
　
特
別
な
事
情
の
基

準
が
何
か
わ
か
ら
な
い
。

赴
任
期
間
に
事
務
の
引
継

ぎ
等
が
行
え
る
よ
う
に
す

れ
ば
よ
い
の
で
な
い
か
。

署
職
員
の
中
で
こ
う
い
う

こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と

思
う
が
…
…
。

コ
ラ
ム
「
私
鉄
沿
線
」

【
東
大
阪
支
部「
東
大
阪
」】

○
起
案
は
終
わ
っ
た
が
、

へ
ん
て
つ
が
待
っ
て
い

る
。
最
近
は
省
略
は
年
３

回
だ
が
、
へ
ん
て
つ
は
年

２
回
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
６
月
は
全
体
の
半
分

く
ら
い
を
一
週
間
全
員
で

や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

○
美
味
い
食
堂
か
ら
給
食

会
社
の
３
８
１
円
弁
当
に

変
わ
り
暫
く
経
ち
ま
す
。

弁
当
Ｐ
Ｔ
が
で
き
て
、
全

員
ア
ン
ケ
ー
ト
ま
で
取
っ

気
付
い
た
職
員
が
声
を
出
さ

な
い
と
ね
。

コ
ラ
ム
よ
ど
が
わ
　
景
10

【
北
大
阪
支
部
「
北
大
阪
」】

厳
し
い
声
も
あ
り

　
3
月
7
日
付
毎
日
新
聞
夕

刊
に
「
国
税
職
員
に
楽
さ
せ

る
必
要
は
な
い
（
納
税
者
の

声
）
と
厳
し
い
声
も
。
ス

マ
ー
ト
確
申
が
納
税
者
と
の

対
立
を
生
ま
な
け
れ
ば
い
い

が
…
。

大
変
だ
っ
た
確
申
期

　
今
年
の
確
申
期
は
、
超
勤

命
令
こ
そ
な
か
っ
た
け
れ

ど
、
仕
事
は
増
え
る
一
方

で
、
や
ら
な
い
と
進
ま
な

い
。
せ
め
て
人
員
の
配
置

方
法
や
増
員
な
ど
を
考
え

て
も
ら
わ
な
い
と
…
…

（
特
定
の
職
員
に
事
務
が

集
中
す
る
の
は
お
か
し
い

し
）
ま
す
ま
す
魅
力
の
な

い
職
場
に
な
っ
て
し
ま

う
。

退
職
す
る
か
 

　
Ｘ
Ｘ
す
る
か
？

　
私
が
退
職
す
る
頃
に
は

退
職
金
は
二
千
万
を
切
っ

て
い
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ

ん
年
金
も
十
分
支
給
さ
れ

る
保
証
も
な
い
。
お
金
の

こ
と
を
心
配
し
た
ら
き
り

が
な
い
。
そ
れ
よ
り
退
職

後
も
続
け
ら
れ
る
趣
味
や

地
域
の
人
と
の
つ
な
が
り

を
作
る
の
も
い
い
か
な
。

退
職
し
た
ら
案
外
そ
れ
ま

で
の
人
間
関
係
な
ん
て
、

何
の
役
に
も
立
た
な
い
も

の
な
の
か
も
。

　全国税労働組合「第74回定期大会」を次
のとおり開催しますので、規約23条により

告示します。

記

　【日　時】　2016年8月20日（土）〜21日（日）
　【会　場】　国公労連5階会議室
　東京都港区西新橋1−17−14
　西新橋エクセルアネックスTEL 03（3502）6363

　【主な議題】
　　①　2015年度一般経過報告など
　　②　2015年度決算報告
　　③　2016年度運動方針（案）
　　④　2016年度財政方針（案）
　　⑤　2016年度税研運動方針（案）
　　⑥　役員・中央委員の選出、規約改正
　　⑦　その他
　　
　全国税労働組合中央執行委員長　細川　潔

餌

影

営

映
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第74回定期大会告示

草の根の運動から
　国民的世論の形成を

平和行進もクライマックスへ

　
原
水
爆
禁
止
2
0
1
6
年

世
界
大
会
が
目
前
で
す
。

　
今
年
は
、
８
月
２
日
か
ら

９
日
ま
で
二
つ
の
被
爆
都
市

で
「
核
兵
器
の
な
い
平
和
で

公
正
な
世
界
を
―
被
爆
者
の

願
い
は
核
な
き
世
界
」
を

テ
ー
マ
に
原
水
爆
禁
止
２
０

１
６
年
世
界
大
会
が
開
催
さ

れ
ま
す
。

　
核
兵
器
全
面
禁
止
・
廃
絶

の
流
れ
が
大
き
く
前
進
す
る

中
で
、
核
保
有
国
も
そ
の
同

盟
国
も
、
核
兵
器
禁
止
条
約

に
つ
い
て
避
け
て
通
れ
な
い

と
こ
ろ
に
ま
で
国
際
政
治
が

変
化
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
を

実
際
に
実
ら
せ
る
カ
ギ
を

握
っ
て
い
る
の
は
草
の
根
の

世
論
と
運
動
で
あ
り
、
全
国

の
行
動
や
核
兵
器
な
く
せ
の

声
を
総
結
集
さ
せ
る
場
こ
そ

原
水
爆
禁
止
２
０
１
６
年
世

界
大
会
で
す
。

　
５
月
６
日
東
京
を
始
め
、

全
国
各
地
で
始
ま
っ
た
「
２

０
１
６
国
民
平
和
大
行
進
」

が
、
８
月
２
日
広
島
で
終
結

し
ま
す
。

　
こ
の
間
、
全
国
税
も
各
地

連
の
組
合
員
が
行
進
に
参
加

し
て
き
ま
し
た
。

　
近
畿
地
連
で
は
、
７
月
３

日
（
日
）
に
大
阪
府
堺
市
に

あ
る
「
浜
寺
公
園
」
か
ら

「
堺
市
役
所
」ま
で
を
行
進
し

ま
し
ま
し
た
。

　
原
水
爆
禁
止
２
０
１
６
年
世
界
大
会
成
功
の
た
め

　
　
広
島
・
長
崎
を
目
指
し
全
国
を
進
む
国
民
平
和
大
行
進

原
水
爆
禁
止
2
0
1
6
年
世
界
大
会




